
1 

 

好循環サイクル促進パワーアップ設備導入支援事業費補助金審査要領 

 

（趣旨） 

第１条 この審査要領は、好循環サイクル促進パワーアップ設備導入支援事業費補助金審

査委員会（以下「審査委員会」という。）規程第２条第２項の規定により審査方法につ

いて定めるものとする。 

 

（採択の審査） 

第２条 好循環サイクル促進パワーアップ設備導入支援事業費補助金実施要領（以下「実

施要領」という。）第７条第１項の規定による採択の審査は、同実施要領第５条第１

項の規定による採択申請書及び同条第２項の規定による事業計画書のほか、知事が必

要と認める書類について、採択を受けようとする企業からの説明及び議事に関係のあ

る者等の説明をもとに、質疑応答を行い、各委員が別紙審査票に評点及び意見を記述

するものとする。 

２ 秋田県産業労働部商工業振興課輸送機産業振興室（以下「事務局」という。）は、

前項の各委員の評点を合計した審査結果票を作成し、必要に応じて審査委員会は当該

審査結果票をもとに採択の妥当性について審議を行う。 

３ 事務局は、前項の審議の結果をもとに、実施要領第７条第１項に規定する手続きを

行う。 

 

（審査項目等） 

第３条 第２条の規定による採択の審査における審査項目、配点及び審査の視点は、別表

第１に掲げるとおりとする。 

 

（審査基準） 

第４条 前条の規定による審査項目ごとの委員の評点については、別表第２に掲げるとお

りとする。 

２ 委員は、前条の規定による評点の根拠となる審査項目ごとの意見及び総合意見を審査
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票に記述するものとする。 

３ 出席した委員の評価の平均に少数第二位未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。 

４ 出席した委員の評価の平均が２４点に達した場合には、採択を受けようとする企業の

事業計画について、実施要領第７条第１項の規定による採択の対象とする。 

５ 次に該当する事業については、特に優先的に採択するものとする。 

（１）「取引広がる！輸送機産業マッチング促進事業」で実施する個別商談会に参加し

た企業が申請する事業 

（２）本補助金の交付を受けたことがない企業が申請する事業 

（３）「パートナーシップ構築宣言」登録済み企業が申請する事業 

 

（補則） 

第５条 この要領で定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和７年６月２０日から施行する。 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

審査項目 配点 審査の視点 

事業内容の

評価 

事業の必

要性 

５点 自動車及び航空機産業の Tier1 企業等との新規受注や

取引拡大に繋がる事業であるか、企業の持つ強みを活か

した事業であるか又は弱みを克服する事業であるかな

ど、事業を実施する必要性が明確であるか。 

事業の確

実性 

５点 企業規模から事業を遂行できる能力があるか、販売先が

明確で安定したものであるか、実施方法やスケジュール

に問題はないかなど、事業実施に確実性があるか。 

事業の妥

当性 

５点 資金調達先及び調達額（投資額）が妥当であるか、利益

償還のできるものであるかなど、企業規模から妥当な事

業であるか。 

事業の成

長性 

５点 自動車及び航空機産業の Tier1 企業等との取引による

売上・利益の向上が期待でき、その根拠が明確である

か、新規受注や取引拡大に向けての見通しが明確であ

るかなど、事業の成長性があるか。 

事業の生

産性等 

５点 県内の工場等における１人当たりの生産額が、年３．

０％以上向上する３年以上の事業計画を策定している

か。 

また、既に補助金の交付を受けたことがある企業にあ

っては、前回の事業計画における１人当たりの生産額

の水準からさらに年３．０％以上向上する事業計画を

策定しているか。 

常用雇用者

の待遇改善

の評価  

給与支給

総額 

５点 県内の工場等における給与支給総額が、年２．０％以

上向上する３年以上の事業計画を策定しているか。 

また、既に補助金の交付を受けたことがある企業にあっ

ては、前回の事業計画における給与支給総額の水準から

さらに年２．０％以上向上する事業計画を策定している

か。 

初任給 ５点 県内の工場等における初任給が、年２．０％以上向上す

る３年以上の事業計画を策定しているか。 
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また、既に補助金の交付を受けたことがある企業にあっ

ては、前回の事業計画における初任給の水準からさらに

年２．０％以上向上する事業計画を策定しているか。 

地域経済活性化の 

評価 

５点 自動車及び航空機産業の Tier1 企業等との取引による

出荷額の増加が期待できる事業であるかなど、地域経済

への効果が期待できるか。 

※上記のほか、審査要領第４条第５項に該当する事業については、それぞれ５点加算す

るものとする。 

 

別表第２（第４条関係） 

点数 基準 

５ 特に優れている 

４ 優れている 

３ 普通 

２ 劣っている 

１ 明らかに劣っている 

 


